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変更内容 

 

保安規程［電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）］について、別添の保安規程［電気事業用

電気工作物（原子力発電工作物）］新旧比較表の改正後欄のとおり変更する。 
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保安規程［電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）］新旧比較表 

  



 
 

電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）保安規程 新旧比較表 

現行 改正後 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 

保 安 規 程 
 

 

［電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成２０年１２月２５日  制   定 

２０１９年 ９月 ５日  ９７次改正 

 

 

関 西 電 力 株 式 会 社 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

保 安 規 程 
 

 

［電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成２０年１２月２５日  制   定 

２０２０年 ３月２７日  ９８次改正 

 

 

関 西 電 力 株 式 会 社 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
最終改正日の変

更 

 

1/7



 
 

電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）保安規程 新旧比較表 

現行 改正後 備考 
（途中略） 

 

（関係法令等の遵守のための体制） 

第 ４条 電気工作物の工事、維持および運用に関する保安のための関係法令およびこの規程

（以下、「関係法令等」という。）を遵守するため、次の各号に定める事項を確実に実

施する。 

 

（途中略） 

 

（基本的職務） 

第 ６条 社長は、電気工作物の工事、維持および運用に関する保安を一体的に確保し、保安に

関する法令およびこの規程を遵守するため、原子力事業本部長を任命するとともに、必

要に応じて原子力事業本部長を指導し保安業務の適切な実施を確実にする。 

 

２ 原子力事業本部長は、電気工作物の工事、維持および運用の保安に関する業務を統括

管理する。 

     なお、統括管理とは、下位機関の長および直属する組織単位の長に対して、方針・目

標を明示するとともに当該職位から適宜報告を求め、総合的・重点的な指示を中心とし

た諸指示を与えることをいう。 

 

３ 保安に関する監査を行う経営監査室長は、関係法令等の遵守状況および発電用の電

気工作物に関する保安の実施状況について評価を行い原子力事業本部長に必要な指

導・助言を行う。 

 

４ 電気工作物の工事、維持および運用に関わる原子力事業本部および各原子力発電所の

管理職位にある者（以下「管理職」という。）は、それぞれの職能に応じ、電気工作物の

工事、維持および運用に関する保安を確保することについて、基本的に責任を有する。 

 

５ 管理職は、前項の責任を果たすため、保安に関する法令およびこの規程を熟知し遵守

することを基本として、関係箇所と十分な連絡協調を図りながら次の各号の職務を遂行

するとともに、所管する一般社員の職務の遂行に関して、適切な指示・管理を行うもの

とする。 

（１）一般公衆および関係者の安全を確保すること。 

（２）設備事故の未然防止を図ること。 

（３）主任技術者が行う、保安上必要な指示に従うこと。 

  また、管理職は、職務の遂行に際して、保安上必要な場合は、主任技術者に指導・助

言を求めるものとし、受けた指導・助言については、それぞれの職能に応じてその意見

を尊重し、具体的な措置等の実施に努めるものとする。 

 

６ 電気工作物の工事、維持および運用に関わる原子力事業本部および各原子力発電所の

一般社員は、保安に関する法令およびこの規程を遵守することを基本として、職務を遂

行するものとする。 

    また、一般社員は、職務の遂行に際して、保安に関する法令等の適用に関する疑義

が生じた場合は、管理職に指導・助言を求めるものとする。 

 
（途中略） 

（途中略） 

 

（関係法令等の遵守のための体制） 

第 ４条 電気工作物の工事、維持および運用に関する保安のための関係法令およびこの規程

（以下、「関係法令等」という。）を遵守するため、次の各号に定める事項を確実に実

施する。 

 

（途中略） 

 

（基本的職務） 

第 ６条 社長は、電気工作物の工事、維持および運用に関する保安を一体的に確保し、関係法

令等を遵守するため、原子力事業本部長を任命するとともに、必要に応じて原子力事業

本部長を指導し保安業務の適切な実施を確実にする。 

 

２ 原子力事業本部長は、電気工作物の工事、維持および運用の保安に関する業務を統括

管理する。 

     なお、統括管理とは、下位機関の長および直属する組織単位の長に対して、方針・目

標を明示するとともに当該職位から適宜報告を求め、総合的・重点的な指示を中心とし

た諸指示を与えることをいう。 

 

３ 保安に関する監査を行う経営監査室長は、関係法令等の遵守状況および発電用の電

気工作物に関する保安の実施状況について評価を行い原子力事業本部長に必要な指

導・助言を行う。 

 

４ 電気工作物の工事、維持および運用に関わる原子力事業本部および各原子力発電所の

管理職位にある者（以下「管理職」という。）は、それぞれの職能に応じ、電気工作物の

工事、維持および運用に関する保安を確保することについて、基本的に責任を有する。 

 

５ 管理職は、前項の責任を果たすため、関係法令等を熟知し遵守することを基本として、

関係箇所と十分な連絡協調を図りながら次の各号の職務を遂行するとともに、所管する

一般社員の職務の遂行に関して、適切な指示・管理を行うものとする。 

（１）一般公衆および関係者の安全を確保すること。 

（２）設備事故の未然防止を図ること。 

（３）主任技術者が行う、保安上必要な指示に従うこと。 

  また、管理職は、職務の遂行に際して、保安上必要な場合は、主任技術者に指導・助

言を求めるものとし、受けた指導・助言については、それぞれの職能に応じてその意見

を尊重し、具体的な措置等の実施に努めるものとする。 

 

 

６ 電気工作物の工事、維持および運用に関わる原子力事業本部および各原子力発電所の

一般社員は、関係法令等を遵守することを基本として、職務を遂行するものとする。 

    また、一般社員は、職務の遂行に際して、保安に関する法令等の適用に関する疑義

が生じた場合は、管理職に指導・助言を求めるものとする。 

 
 

（途中略） 

 

 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

保安規程［電気事

業用電気工作物

（原子力発電工作

物を除く）］変更に

伴う記載の適正化

（第４条で定義し

ている文言に変

更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保安規程［電気事

業用電気工作物

（原子力発電工作

物を除く）］変更に

伴う記載の適正化

（第４条で定義し

ている文言に変

更） 

 

 

 

保安規程［電気事

業用電気工作物

（原子力発電工作

物を除く）］変更に

伴う記載の適正化

（第４条で定義し

ている文言に変

更） 
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電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）保安規程 新旧比較表 

現行 改正後 備考 
（主任技術者の職務等） 

第 ８条 主任技術者は、法令およびこの規程を遵守して電気工作物の工事、維持および運用に

関する保安の監督を誠実に行うため、常に安全・保安を優先し、次の各号に定める職務

を責任をもって遂行する。 

     なお、職務の遂行に当たっては、必要に応じて上位職位または上位機関に対して意見

具申を行う。 

（１）電気工作物の工事、維持および運用に関する保安のための諸計画の立案に当たって

は、必要に応じて関係責任者に対して指示、指導・助言する。 

（２）電気工作物の工事、維持および運用に関し、保安上必要な場合には、関係責任者に対

し指示、指導・助言を行う。 

（３）「核原料物質、核燃料物質および原子炉の規制に関する法律」（以下、「原子炉等規制

法」という）第 43条の 3 の 13 に定める溶接事業者検査および原子炉等規制法第 43 条

の 3 の 16 に定める定期事業者検査において、あらかじめ定めた区分に従って、検査の

指導監督を行う。 

（４）所管官庁が法令に基づき行う立入検査には、原則として立会う。 

（５）所管官庁が法令に基づき行う使用前検査、施設定期検査には、あらかじめ定めた区分

に基づき検査への立会または検査記録の確認を行う。 

 

（途中略） 

 

（主任技術者の解任） 

第１１条 主任技術者が、異動、退職等の事由によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合

は、解任する 

（１）法令およびこの規程に定めるところに違反し、保安の確保上不適当と認められるとき 

（２）長期にわたる出張、病気による欠勤等の事由によりその職務を行うのに不適当と認め

られるとき 

 

（途中略） 

 

 

（申請または届出に関する確認） 

第１３条 電気工作物の設置、改造について、電気事業法に基づく工事計画の申請または届出を

必要とする工事に該当するか否かを確認し、申請または届出を行う必要がある場合に

は電気事業法の規定に基づいて申請または届出を行う手続きがとられたかどうかを確

認する手続きを定めて実施する。 

 

第５章 発電用の電気工作物の工事、維持および運用 

 

 

（文書管理） 

第１４条 発電用の電気工作物の工事、維持および運用に関する保安に必要な文書については、

作成、変更、承認および保存の手順を定めて管理する。 

なお、保安に必要な文書とは、この規程に基づき業務の基本的な手順を定めるものと

して別表第４に示したものおよびそれに基づき別に定める細部事項を定めたものをい

う。 

（主任技術者の職務等） 

第 ８条 主任技術者は、関係法令等を遵守して電気工作物の工事、維持および運用に関する保

安の監督を誠実に行うため、常に安全・保安を優先し、次の各号に定める職務を責任を

もって遂行する。 

     なお、職務の遂行に当たっては、必要に応じて上位職位または上位機関に対して意見

具申を行う。 

（１）電気工作物の工事、維持および運用に関する保安のための諸計画の立案に当たって

は、必要に応じて関係責任者に対して指示、指導・助言する。 

（２）電気工作物の工事、維持および運用に関し、保安上必要な場合には、関係責任者に対

し指示、指導・助言を行う。 

（３）「核原料物質、核燃料物質および原子炉の規制に関する法律」（以下、「原子炉等規制

法」という）第 43 条の 3 の 11 に定める使用前事業者検査および原子炉等規制法第 43

条の 3の 16 に定める定期事業者検査において、あらかじめ定めた区分に従って、検査

の指導監督を行う。 

（４）所管官庁が法令に基づき行う立入検査には、原則として立会う。 

（５）所管官庁が法令に基づき行う使用前検査には、あらかじめ定めた区分に基づき検査へ

の立会または検査記録の確認を行う。 

 

（途中略） 

 

（主任技術者の解任） 

第１１条 主任技術者が、異動、退職等の事由によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合

は、解任する 

（１）関係法令等に定めるところに違反し、保安の確保上不適当と認められるとき 

（２）長期にわたる出張、病気による欠勤等の事由によりその職務を行うのに不適当と認め

られるとき 

 

（途中略） 

 

 

（申請または届出に関する確認） 

第１３条 電気工作物の設置、改造については、電気事業法に基づく工事計画の申請または届出

を必要とする工事に該当するか否かを確認する。申請または届出を行う必要がある場

合には電気事業法の規定に基づき適切に実施されたか否か確認する手続きを定めたう

えで実施する。 

 

 

第５章 発電用の電気工作物の工事、維持および運用 

 

（文書管理） 

第１４条 発電用の電気工作物の工事、維持および運用に関する保安に必要な文書については、

作成、変更、承認および保存の手順を定めて管理する。 

なお、保安に必要な文書とは、この規程に基づき業務の基本的な手順を定めるものと

して別表第４に示したものおよびそれに基づき別に定める細部事項を定めたものをい

う。 

 

保安規程［電気事

業用電気工作物

（原子力発電工作

物を除く）］変更に

伴う記載の適正化

（第４条で定義し

ている文言に変

更） 

 

核原料物質、核燃

料物質及び原子炉

の規制に関する法

律他の改正に伴う

変更（溶接事業者

検査及び施設定期

検査の削除、使用

前事業者検査の追

加） 

 

 

 

保安規程［電気事

業用電気工作物

（原子力発電工作

物を除く）］変更に

伴う記載の適正化

（第４条で定義し

ている文言に変

更） 

 

保安規程［電気事

業用電気工作物

（原子力発電工作

物を除く）］変更に

伴う記載の適正化

（表現の修正） 
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電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）保安規程 新旧比較表 

現行 改正後 備考 
（保安の計画・実施・評価・改善） 

第１５条 発電用の電気工作物の工事、維持および運用に関する保安については、保安に関する

方針・目標を達成するため第５条に示す体制のもと、計画を策定し適切に実施する。 

 なお、保安の計画とは、保安に関する業務手順をいい、策定に当たっては、関係箇所

と十分な連絡調整を図るとともに実施の確実性を十分に考慮する。 

 

２ 発電用の電気工作物の工事、維持および運用に関する保安および保安に必要な文書

については、次の各号により評価および改善を行う。 

（１）保安に関する業務手順に従って保安が実施されているか自己評価および内部監査に

より評価する。 

（２）前号の評価において発見された不適合については、重要度に応じて再発防止のための

是正処置を行い、また、生じる恐れのある不適合については防止のための予防処置を行

う。 

なお、不適合とは保安に関する業務手順に従って保安が実施されていないと評価さ

れる状態をいう。 

（３）社内他部門または社外から得られた情報により、同様の不適合が生じる恐れが発見

された場合は、予防処置を行う。 

 

   ３ 発見された不適合のうち、公共の安全を著しく損なう事象の発生もしくは発生の恐

れがあるもの、またはその他会社が必要と判断したものについては、情報公開する。 

 

（外部発注） 

第１６条 発電用の電気工作物の工事、維持および運用に関して、外部から物品または役務を調

達する場合は、保安の重要度に応じ調達管理手順、調達要求事項、調達製品の検証など

の必要な手順を定めて実施する。 

 

 

第６章 電気工作物の工事および維持 

 

（工事に関わる保安ならびに検査、巡視および点検） 

第１７条 電気工作物の工事、維持および運用に関する保安を実施する原子力事業本部および

各原子力発電所は、電気工作物の工事中における保安のため、工事設計・工事実施に関

する業務手順を定め、保安業務を適切に実施する。また、その結果を評価し必要に応じ

て改善を行う。 

 

２ 電気工作物の工事中または、工事終了時において、「発電用火力設備に関する技術基

準」、「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準」、「発電用原子力設備に関す

る技術基準」および「実用発電用原子炉及びその付属施設の技術基準」（以下「技術基

準」という。）に適合していることならびに保安上支障のないことを確認するために、

原子炉等規制法第 43 条の 3 の 24 に定める保安規定（以下、「保安規定」という）の保

守管理計画の定めるところにより、必要に応じて検査、巡視および点検を行い、第２４

条に基づき、その結果を記録し、適切に管理し、必要な期間保存する。 

なお、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第４６条第２項に規定する保守

管理の実施に関する計画（以下、「保全計画」という）の策定は第１８条第１項による。 

（保安の計画・実施・評価・改善） 

第１５条 発電用の電気工作物の工事、維持および運用に関する保安については、保安に関する

方針・目標を達成するため第５条に示す体制のもと、計画を策定し適切に実施する。 

 なお、保安の計画とは、保安に関する業務手順をいい、策定に当たっては、関係箇所

と十分な連絡調整を図るとともに実施の確実性を十分に考慮する。 

 

２ 発電用の電気工作物の工事、維持および運用に関する保安および保安に必要な文書

については、次の各号により評価および改善を行う。 

（１）保安に関する業務手順に従って保安が実施されているか自己評価および内部監査に

より評価する。 

（２）前号の評価において発見された不適合については、重要度に応じて再発防止のための

是正処置を行い、また、生じる恐れのある不適合については防止のための未然防止処置

を行う。 

なお、不適合とは保安に関する業務手順に従って保安が実施されていないと評価さ

れる状態をいう。 

（３）社内他部門または社外から得られた情報により、同様の不適合が生じる恐れが発見

された場合は、未然防止処置を行う。 

 

   ３ 発見された不適合のうち、公共の安全を著しく損なう事象の発生もしくは発生の恐

れがあるもの、またはその他会社が必要と判断したものについては、情報公開する。 

 

（外部発注） 

第１６条 発電用の電気工作物の工事、維持および運用に関して、外部から物品または役務を調

達する場合は、保安の重要度に応じ調達管理手順、調達要求事項、調達製品の検証など

の必要な手順を定めて実施する。 

 

 

第６章 電気工作物の工事および維持 

 

（工事に関わる保安ならびに検査、巡視および点検） 

第１７条 電気工作物の工事、維持および運用に関する保安を実施する原子力事業本部および

各原子力発電所は、電気工作物の工事中における保安のため、工事設計・工事実施に関

する業務手順を定め、保安業務を適切に実施する。また、その結果を評価し必要に応じ

て改善を行う。 

 

２ 電気工作物の工事中または、工事終了時において、「発電用火力設備に関する技術基

準」、「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準」、「発電用原子力設備に関す

る技術基準」および「実用発電用原子炉及びその付属施設の技術基準」（以下「技術基

準」という。）に適合していることならびに保安上支障のないことを確認するために、

原子炉等規制法第 43 条の 3の 24 に定める保安規定（以下、「保安規定」という）の施

設管理計画の定めるところにより、必要に応じて検査、巡視および点検を行い、第２４

条に基づき、その結果を記録し、適切に管理し、必要な期間保存する。 

なお、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第８１条第１項に規定する施設

管理の実施に関する計画（以下、「保全計画」という）の策定は第１８条第１項による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉施設保安規

定改正に伴う変更

（「予防処置」を

「未然防止処置」

に変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉施設保安規

定改正に伴う変更

（「保守管理」を

「施設管理」、条文

の変更） 
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電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）保安規程 新旧比較表 

現行 改正後 備考 
（維持に関わる巡視、点検、検査および補修等） 

第１８条 電気工作物を維持するに当たって必要な保安を確保するため、保安規定に

定める保守管理計画の定めるところにより、次の各号に定める巡視、点検、検査および

補修等を行い、第２４条に基づき、その結果を記録し、適切に管理し、必要な期間保存

する。 

  
（途中略） 

 

第７章 電気工作物の運用（運転、操作） 

 

 
（運転、操作の基本） 

第２０条 電気工作物の運転、操作を行うに当たっては、常時および異常時の供給確保

に万全を期することはもとより、保安確保上、次の各号に定める事項に留意する。 

（１）電気工作物の運転、操作に当たっては、機器の性能および取扱方法を熟知した者に運

転、操作を実施させるか、もしくは運転、操作を行う者の監督に当たらせる。 

（２）電気工作物の運転、操作に当たっては、必要に応じあらかじめ手順を定める他操作の

都度安全を確認するなど、適切な方法、手順により確実に行う。 

 

 

 

（３）変電所等と相互に関連する運転、操作を行う必要がある場合は、給電指令に基づいて

これを行う。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。 

 

 

（途中略） 

 

（発電所の運転を相当期間停止する場合の保全） 

第２３条 発電所の運転を相当期間停止する場合などは、保安規定に定める保守管理

計画の定めるところにより、特別な保全計画を策定するとともに、保全計画へ反映し、

これに基づき点検、検査および補修等を行う。 

 

（途中略） 

 

（維持に関わる巡視、点検、検査および補修等） 

第１８条 電気工作物を維持するに当たって必要な保安を確保するため、保安規定に定める施

設管理計画の定めるところにより、次の各号に定める巡視、点検、検査および補修等を

行い、第２４条に基づき、その結果を記録し、適切に管理し、必要な期間保存する。 

 

 

（途中略） 

 

第７章 電気工作物の運用（運転、操作） 

 

 

（運転、操作の基本） 

第２０条 電気工作物の運転、操作を行うに当たっては、常時および異常時の供給確保に万全を

期することはもとより、保安確保上、次の各号に定める事項に留意する。 

（１）電気工作物の運転、操作に当たっては、機器の性能および取扱方法を熟知した者に運

転、操作を実施させるか、または運転、操作を行う者の監督に当たらせる。 

（２）電気工作物の運転、操作に当たっては、必要に応じあらかじめ手順を定める他操作の

都度安全を確認するなど、適切な方法、手順により確実に行う。 

 

 

 

（３）関西電力送配電株式会社の給電所等の指令で運転、操作を行う必要がある場合は、給

電申合書に基づき給電指令によりこれを行う。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限

りでない。 

 

（途中略） 

 

（発電所の運転を相当期間停止する場合の保全） 

第２３条 発電所の運転を相当期間停止する場合などは、保安規定に定める施設管理計画の定

めるところにより、特別な保全計画を策定するとともに、保全計画へ反映し、これに基

づき点検、検査および補修等を行う。 

 

 

（途中略） 

 

 

原子炉施設保安規

定改正に伴う変更

（「保守管理」を

「施設管理」に変

更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

保安規程［電気事

業用電気工作物

（原子力発電工作

物を除く）］変更に

伴う記載の適正化

（表現の修正） 

 

給電所等、他社と

の操作に関する取

り決めについては

給電申合書となる

ため表現を削除 

 

 

原子炉施設保安規

定改正に伴う変更

（「保守管理」を

「施設管理」に変

更） 
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電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）保安規程 新旧比較表 

現行 改正後 備考 
別表第２．（第４条）保安活動を部門横断的に推進するための体制 

 
 

 
 
 

（途中略） 
 

別表第２．（第４条）保安活動を部門横断的に推進するための体制 
 

 
 

（途中略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
分社化に伴う送

配電カンパニー

に関する記載を

削除 
 
 

 

社 長

経営戦略会議
保安管理部会

原子力
事業本部

火力
事業本部

送配電
カンパニー

IT戦略室
土木

建築室

経営監査室

総務室
（コンプライアンス活動の推進）

評価、指導・助言

評価、指導・助言報告 指導

報告 指示

水力
事業本部

再生可能
エネルギー
事業本部
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電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）保安規程 新旧比較表 

現行 改正後 備考 
別表第４．関係社内標準等一覧表 

 

 

別表第４．関係社内標準等一覧表 
 

 

 
 
 
 
記載の適正化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保安規程［電気

事業用電気工作

物（原子力発電

工作物を除く）］

変更に伴う記載

の適正化（注意

書きの削除） 

 
 

 

7/7



添 付 書 類  

 

添付書類１ 変更理由 

 

 

 

 



添付書類１  

変 更 理 由 

 

（１） 分社化（発送電分離）に伴う変更 

 

（２） 原子力利用における安全対策強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律等の一部改正に伴う変更（令和２年４月１日施行） 

 

（３） 原子力規制における検査制度の見直しに係る原子炉施設保安規定の改正に伴う変更 

・美浜発電所においては、２０２０年２月２７日付け関原発第５４６号にて変更認可申請 

・高浜発電所においては、２０２０年２月２７日付け関原発第５４７号にて変更認可申請 

・大飯発電所においては、２０２０年２月２７日付け関原発第５４８号にて変更認可申請 

 

（４） 記載の適正化 

 


